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令和５年 鰺ヶ沢町農業委員会 

第９回定例総会会議録 
 

令和５年９月１２日（火）午前１０時００分開議 

鰺ヶ沢町役場 ２階委員会室 

 

 

 

 

１． 開会 

 

２． 会期の決定 

 

３． 会議録署名者の指名及び書記の任命 

 

４． 諸般の報告 

 

５． 議案の上程 

 

６． 議案の審議（許可・承認） 

 

７． 閉 会 

 

８． その他 
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◎出席委員 １１名 

２番 長谷川 貴輝 

３番 大谷 大樹 

４番 木村 優仁 

６番 神  秀穂 

７番 神  文人 

９番 佐藤 松子 

１０番 木村 暢子 

１２番 工藤 文信 

１３番 對馬  孝 

１４番 工藤  清 

 

 

 

◎欠席委員  １番 木村 賢一 ３番 大谷 大樹 

       ８番 三上 三樹 １１番 工藤 修二 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

会長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

１．開会 

 ただ今より令和５年第９回定例総会を開会致します。はじめに、工藤会長より

挨拶をお願いします。 

 

 

（会長挨拶） 

 

 

 それではこれから会議に入ります。鰺ヶ沢町農業委員会会議規則第５条の規定

により議長は会長が務めることとなっておりますので、議事は工藤会長が進行し

ます。会長、よろしくお願いします。 

 

  

 ただ今の出席委員は１４名中１０名でございます。よって本日の定例総会は定

足数に達しておりますので会議は成立致しました。 

（午前１０時００分） 

 

 

２．会期の決定 

 審議に入ります。まず会期の決定を議題と致します。本日の会期は、午前１０

時から正午までとします。この議題にご異議ございませんか。 

 

 

〔「異議なし」という声あり〕 

 

 

 異議なしということでありますので、本日の会期は午前１０時から正午までと

決定致します。 

 

 

３．会議録署名者の指名及び書記の任命 
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 会議録署名者の指名及び書記の任命については本総会会議規則第１４条第２

項の規定により議長が指名致します。会議録署名者を２番の長谷川貴輝委員、３

番の大谷大樹委員にお願いします。書記については事務局職員にお願いします。 

 

 

４．諸般の報告 

 諸般の報告を事務局お願いします。 

 

 

報告第１号 

  令和５年８月２４日 

  農地法第３条及び５条許可申請に係る事前調査会 

  場 所：北浮田町字今須地内 外５９件 

出席者：長谷川貴輝委員、對馬孝委員、境谷文春進委員 

    事務局（工藤、齋藤（和）） 

 

報告第２号 

  令和５年８月２５日 

  令和５年度西・つがる地区農業委員会大会 

  場 所：深浦町「フィットネスプラザゆとり」 

  出席者：農業委員１１名、推進委員１０名 

      事務局（千島、齋藤） 

 

  

５．議案の上程 

 

  議案の上程を致します。 

 

議案第３３号  農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員会の許可につい

て 

 

議案第３４号  農地法第５条第１項の規定に基づく農地転用許可に係る意見

について 

 

議案第３５号  競売買受適格者の証明に係る許可について 

 

  以上３議案を上程致します。 

 

 

６．議案の審議 

 

議案の審議に入ります。 

議案第３３号、農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員会の許可について

事務局に説明を求めます。 

 

 

 それでは議案第３３号の説明に入ります。３ページをお開き下さい。 

 番号２６番の詳細について説明します。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号２６番 

農地の所在 大字北浮田町字今須 140番 1 

地 目 登記、現況ともに田 

面 積 ２１０㎡ 

外田５０筆、畑７筆で合計面積は２７３，９０６㎡ 

譲渡人と譲受人は記載のとおりです。 

売買による所有権移転です。 

 

このことについて、資料８頁をごらんください。 

法第３条第２項の第１号から第６号までのうち、第２項第６号をご覧くださ

い。 

番号２６番については、現在水稲等の栽培をしており、所有権移転後も同様の管

理を行う計画であります。 

 これらの土地について、８月２４日に農業委員の長谷川貴輝委員、對馬孝委員、

推進委員の境谷文春委員と事務局で現地を確認し、周辺農地の利用状況を確認し

ました。 

 その結果、農地法第３条第２項各号に該当しないため許可要件のすべてを満た

すと考えます。 

 以上です。 

 

 

それでは議案第３３号について審議に入ります。 

議案第３３号につきまして、ご異議、ご質問等を許します。 

なお、質問等をする委員は挙手して委員番号と氏名を言ってから 

発言をするようお願いします。 

 

 

〔「異議なし」という声あり〕 

 

 

 全員賛成ですので議案第３３号、農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員

会の許可について原案のとおり許可することに決定しました。 

 

 

続きまして議案第３４号農地法第５条第１項の規定に基づく農地転用許可に

係る意見について事務局に説明を求めます。 

 

それでは議案第３号の説明に入ります。９ページをお開き下さい。 

 農地法第５条第１項の規定に基づく農地転用許可に係る意見についてであり

ます。これは法第５条第１項及び同条第３項の規定により許可申請のあった農地

転用に係る所有権移転の許可については、農業委員会の意見を付して県知事に送

付する必要があることから上程するものであります。 

 

詳細について説明します。 

番号５番 

農地の所在 舞戸町字後家屋敷２９番地１ 

地 目 登記、現況ともに田 

面 積 ９２７㎡ 

譲渡人と譲受人につきましては記載のとおりです。 

建売住宅 2 棟建築のための転用となっております。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

長谷川貴輝 

推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

番号６番 

農地の所在 小屋敷町字浮橋２０１番地９８  

地目 登記、現況ともに畑 

面 積 ５９７㎡ 

譲渡人と譲受人につきましては記載のとおりです。 

一般個人住宅建築のための転用となっております。 

 

なお、事前調査会が開催されておりますので、一般基準等の内容説明は省略いたし

ます。  以上です。 

 

ただいま事務局から議案第３４号について説明がありましたが、この件につい

て事前調査会を開催しておりますので、当日調査にあたった長谷川貴輝委員より

調査結果をお願いします。 

 

 

令和５年８月２４日、對馬孝委員､境谷文春推進委員、事務局とともに農地法

第５条第１項の規定による許可申請のあった事前調査結果について報告します。 

議案第 ３４ 号をご覧ください。 

申請者の住所、氏名は記載のとおりです。 

申請地は：舞戸町字後家屋敷 29 番 1、面積は９２７平方メートル、登記簿地

目、現況とも田、となっています。 

また、申請場所・周辺の状況については、 9-1 ページの図面をご覧くださ

い。 

今回の５条申請内容は、賃貸住宅２棟の建設に伴う転用申請であります。 

住宅の許可基準は宅地面積が５００㎡以内、建蔽率が２０％以上となってお

り、土地利用計画図ではその基準を満たしております。 

周囲の状況は、隣接地は１１月に賃貸住宅建設に伴う転用許可申請地であり、

営農上の支障等はないものと見てまいりました。 

また、資金関係にも問題はなく、県の許可後においても、直ちに着工される計

画であります。 

次に、議案第 ３４ 号をご覧ください。 

申請者の住所、氏名は記載のとおりです。 

申請地は：：小屋敷町字浮橋 201 番 98、面積は 597 平方メートル、登記簿地

目、現況とも畑、となっています。 

また、申請場所・周辺の状況については、9-2ページの図面をご覧ください。 

今回の５条申請内容は、住宅の建設に伴う転用申請であります。 

住宅の許可基準は宅地面積が５００㎡以内、建蔽率が２０％以上となってお

り、今回の宅地面積は 597㎡となっていますがエル字型の土地となっており、住

宅を建設しますと奥の土地が死に地となり畑等で利用できなくなるために、土地

利用計画図ではその基準を満たしております。 

周囲の状況は、小屋敷の集落に隣接しており、隣接する農地の所有者からも同

意を得ていることから、営農上の支障等はないものと見てまいりました。 

また、資金関係にも問題はなく、県の許可後においても、直ちに着工される計

画であります。以上、報告を終わります。 

 

報告ありがとうございます。それでは、議案第３４号について審議に入ります。

議案第３４号についてご異議、ご質問を許します。 

 なお、質問等をする委員は挙手して委員番号と氏名を言ってから発言するよう

にお願いします。 
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議場 

 

 

議長 

 

 

議場 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

議場 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

「異議なし」とういう声あり 

 

 異議なしとのことですので、採決いたします。 

議案第３４号について原案のとおり許可相当とし、県知事に送付することに、

賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成ですので、議案第３４号 農地法第５条第１項の規定に基づく農地転

用許可に係る意見については、原案のとおり許可相当とし、県知事に送付するこ

とに決定いたしました。 

 

続きまして議案第３５号、競売買受適格者の証明に係る許可について事務局に

説明を求めます。 

 

１０ページをお開き下さい。 

農地法第３条の適用を受ける土地について、農地等の買受適格証明願の提出が

あったので、審議を求めるものであります。 

なお、当該適格者が最高買受申出人等となり農地法第３条第１項の規定に基づ

く許可申請書を提出したときは、証明書の交付時と事情が異なる場合を除き、許

可するものとする。  以上です。 

 

それでは議案第３５号について審議に入ります。 

なお、質問等をする委員は挙手して委員番号と氏名を言ってから発言をするよ

うお願いします。 

 

 「異議なし」とういう声あり 

 

異議なしとのことですので、採決いたします。議案第３５号について原案のと

おり許可することに賛成の方は挙手お願いします。 

 

 （全員挙手） 

 

全員賛成ですので議案第３５号、競売買受適格者の証明に係る許可について、

原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 

 

７．閉会 

 

 以上で本日の議案の審議は全て終了致しました。みなさんご協力ありがとうご

ざいました。 

 これをもちまして令和５年第９回定例総会を閉会いたします。 

その他として事務局から連絡事項をお願いします。 

 

  

８．その他 

 ・次回の総会は１０月１０日（月）午前１０時に開催予定。 

その他、特になければこれで全日程を終了いたします。（午前１０時２０分） 
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会    長    工  藤  清 

              

会議録署名者    佐 藤 松 子 

 

  〃       木 村 暢 子 

 

 


